
 

研修室の利用について （2021年 10月 1日～） 

 

 

アミティ舞洲の利用に際して、新型コロナウイルスの感染症防止対策にご協力いただき、 

誠にありがとうございます。 

大阪府における緊急事態宣言（8/2～9/30）が、このたび解除されました。 

緊急事態宣言下におきましては、研修室の利用時間を２０時までに短縮しておりましたが、 

１０月１日以降は、利用時間を２１時までとさせていただきます。 

ご利用の皆様には、引き続き、感染防止対策に、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしく 

お願いいたします。 

 

 

１．研修室の利用時間 （１０月１日以降） 

    ９：００～２１：００ 

    ただし、日曜日・祝日等は、９：００～１８：００ 

 

以 上  


